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 * 倉敷成人病センター
 ** 岡山県立大学保健福祉学部看護学科
 *** 防府消化器病センター

１．諸言
　2014 年国民健康・栄養調査では、男性の 15.5%、
女性の 9.8% が糖尿病有病者で、50 歳を超えると増
えはじめ、70 歳以上では男性の 4 人に 1 人 (22.3%)、
女性の 6 人に 1 人 (17.0%) が糖尿病とみられると報
告されている 1)。 高齢者は、心身の個人差が大き
いこと、認知症を合併する割合が高いこと、加齢と
ともに ADL の低下がみられるなどの特徴があり、
2016 年には高齢者の特性を考慮して、高齢糖尿病患
者の血糖コントロール目標が示され、個人の状態に
合わせて安全に医療を提供することが求められてい
る 2)。高齢者を生涯人間発達の視点から見ると、体
の衰えに適応すること、退職後の生活の立て直し、
愛する人を失うこと死への対処・受容に加えて、エ
リクソンによると自我の統合の完成が中心的発達課
題とされている。つまり高齢者は、身体的な変化や
環境の変化に適応しながら、それまでの生活を振り
返り、肯定的に省察する能力の達成が必要となる。
病気をかかえる高齢者の看護は、疾患に対する看護
と高齢者の身体的・精神的な特徴を理解したうえ
で、発達課題を達成するための支援が必要とされて
いる。治療を受ける高齢者を対象として、自我発達

の経過が明らかにされ、自我発達を促す看護援助に
よって、自我の発達を促すことができるが実証され
ている 3-4)。
　今回、著者は医療者と家族から距離を置かれてい
る高齢 2 型高齢者を臨地実習で 5 週間担当し、自我
発達を促す援助を実施した。自我発達を促す援助を
提供し、患者と看護師の変化を明らかにすることを
目的とする。

２．方法
１）対象
　対象者は A 氏 70 歳代後半、20 年来の糖尿の既往
歴があり、6 週間に一度のペースで O 病院の外来に
通院していた。平成 23 年 7 月に自宅で倒れている
ところを発見され、O 病院に救急搬送され、そのま
ま入院となる。筆頭著者は 11 月初旬から 5 週間、
O 病院で A 氏を受け持った。担当当初の A 氏は、
ベッド上安静で、脳梗塞の後遺症による下半身麻痺
と糖尿病神経障害による足関節下の感覚鈍麻があっ
た。腎症 4 期で、貧血のために定期的に輸血を行っ
ていた。慢性化膿性脊椎炎、褥瘡があり、抗生物質
を投与中であった。数日前に胆嚢炎を発症し、絶食
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状態であった。A 氏は、医療処置が多く、筆者が A
氏と面会できる時間は 1 日 5 分から 20 分程度であっ
た。また A 氏は、医療者から敬遠されていたが、
口数も少なく、筆者は A 氏との信頼関係を築き、
ケアを提供する方法として、高齢者の自我発達を促
す援助をケアに取り入れた。会話や気づきおよび経
過を記録し、毎日のかかわりを省察して、翌日のケ
アの計画を立案した。記録の中から、自我発達に関
連した A 氏と筆者の会話場面を抽出して振り返り、
自我発達を促す援助について整理した。

２）用語の定義
（１）自我：
　　ここで述べる自我とは、「主体としての自我」
と「客体としての自我」を意味する。
　（２）高齢者の自我発達を促進する看護援助：
高齢者の自我発達を促進するために構築された援助
で、「自我を脅威にさらさない援助」、「自己肯定促
進への援助」、「自己有能性促進への援助」、「自己決
定促進への援助」、「自己理解促進への援助」、「自己
満足感の獲得・増大への援助」 から成る（図 1）。

３．倫理的配慮
　介入は、共同研究者の施設の指導者と対象者の承
認を得て実施し、実施結果は実習指導者および病棟
の看護師に報告した。結果の公表は個人が特定でき
ないように処理したうえで、施設及び実習指導者の
許可を得て公表した。

４．結果
１）対象の概要

　同居家族は妻と息子の 3 人暮らしであるが、外食
や外泊が多く自宅を空ける事が多かった。また、
妻は「実母にはお金を送るけど家族には・・・（中
略）。変わった家族です。」と、家庭内別居状態であ
ることを語った。また妻は「腰痛があり介護はでき
ない」と A 氏の自宅への引き取りを拒否し、退院を
望まず転院先を探しているところであった。また、
A 氏は、看護師に日常生活の様々な要望を伝える
事が多く、看護師からは「訴えの多い患者」と捉え
られ、医療者が提供するケアにも不満を口にするた
め「対応が難しい患者」として医療者からも距離を
置かれていた。A 氏が自分の気持ちを素直に表現で
きる相手は見当たらなかった。A 氏は、現役の弁護
士で、数年にわたる訴訟を抱えており、11 月中旬の
裁判への出廷を希望していた。主治医と看護師は、
感染症が悪化しないように体調管理を行い、看護師
は、無事に裁判所まで外出できるように環境を整え
ていたが、数カ月間のベッド上の生活で、全身の筋
力が低下し、自力での立位が困難な状態であった。
上肢の関節可動域が狭まり、手指の握力が低下し、
看護師の介助で食事を摂取していた。A 氏は著者
に、「早く退院して復帰しようと思っている」と語
り、著者は、自分の状況が理解できていないのか、
あるいは理解しようとしていないのか、医療者とし
て、どのように接するべきであるか自問自答しなが
ら、以下の長期目標と短期目標を立案した（表 1）。

表1　長期目標・短期目標

【長期目標】
その時々の状況を理解納得し受容して、今後の目
標を自己決定していくことができる。
【短期目標】
①現在の体の状況を考えることができる
②�今後どのような状況を予測し、どう生きていき
たいかを考えることができる
③目標を持つことができる
④�目標を達成するために、自ら何をすべきかを考
えることができる
⑤自ら目標に向けて取り組むことができる

図１　高齢者の自我発達を促進する看護援助の構造 3)
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２）裁判の出廷が終了するまでのかかわり
　A 氏は医療処置が多く、筆頭著者が A 氏と話せ
る時間は、1 日 5 分から 20 分と限られた時間であっ
たが、毎日訪室した。A 氏との信頼関係を築くた
めに、訪室時には氏名と目的を告げる、一日の予定
を確認する、A 氏の気持ちを確認するなど、「自我
を脅威にさらさない援助」を実践した。医療者から
は「訴えが多く、対応が難しい患者」と敬遠されて
いる A 氏であったが、A 氏もまた、筆者へ医療者
への不満を口にしていた。事実と異なることを口に
することも多かったが、相手の言葉を積極的に傾聴
し、否定をしないことを心がけた。
　次に、「自己肯定促進への援助」として、A 氏の

「裁判に出廷したい」という気持ちを支え、自分で
できる書類をめくる、署名するための握力や手指の
リハビリを提案し、「出廷に役立つ」ことで A 氏も
この提案を受け入れ、書類をめくる練習に取り組ん
だ。ベッド上に臥位の時間が長く、食事介助を希望
する A 氏に対して、ベッド上に座位になる時間を
増やすこと、食事はこぼれても一人で食べることを
提案した。医療者から指示されることを拒否するこ
とが多い A 氏であったが、筆者の提案には同意し、
訪室時には座位になり、書類をめくる練習を実施し
た。
　毎日数分の訪室であったが、A 氏は筆者の訪室を
喜び、「春には歩いて倉敷に行くよ」という言葉が
A 氏から聞かれた。立位も一人ではできない状態で
あり、脊椎炎や胆嚢炎のために発熱があり、腎症の
ために貧血が進行している A 氏の深刻な病状が頭
に浮かび、A 氏の言葉をどのように受け止めるか悩
んだ。筆者自身も、出廷が実現する可能性も不明で
ある状況で、このまま裁判への出廷に期待を寄せる
気持ちを支援し続けていくことを迷い、A 氏の「自
己肯定促進への援助」として、そのままを受け止め
ようという気持ちと、身体の状況を伝えたほうが良
いのではないかという気持ちが混在し、どのように
かかわるべきか戸惑いが生じた。
　裁判への出廷が終わり、A 氏の病状が安定した
11 月下旬に、手のマッサージを行う機会があった。
病室内で理学療法士による立位のリハビリを行った
後であった。手のマッサージを行いながら、A 氏は
自分の身体のことをどのように理解しているのか確
認した。
　看護師：「足をどのように感じましたか？」

　A 氏：「まね。」
　看護師：「手の動きをどう感じていますか？」
　A 氏：「まあね、いろいろね。」
　看護師：「色々なことを感じたのですね。」
　A 氏：「・・・。」
　沈黙だが何か言いたそうだと感じ、手のマッサー
ジを続けた。
　A 氏：「自分の手や足をみてがっかりですよ。」
　「こんなに細くなっているんだなと思ってね。」
　「私はもう歩くことはできないでしょうね。」
　筆者は、A 氏が自分のおかれている状況を客観的
に理解していることを理解した。筆者が「病気につ
いてどう思われていますか」と直接的な質問ではな
く、「足はどのように感じますか」と身体の感覚を
尋ねた。

３）過去を省察した時期
　クリスマスツリーが飾られたロビーまで散歩に出
ることを提案したところ、検査以外で病室の外に散
歩に出るのは初めてだと、A 氏は喜んで散歩の提案
を受け入れた。病室とは異なり季節感を感じること
ができる場所で 20 分ほど A 氏との時間をもつこと
ができた。
　A 氏は以前から、病室以外への移動や、車いす
への乗車に抵抗を示し、不満を口にしていたが、筆
者の提案した車いすでの散歩には、喜んで受け入れ
た。筆者の提案を受け入れた理由は、検査以外で、
車いすで病室の外に出る事が初めてのことであり、
何より散歩に誘われたことが嬉しかったようだ。A
氏は、貧しい家庭に育ち、母親が苦労して育ててく
れたこと、一旦は就職したが、自力で勉強して弁護
士になったこと、糖尿病と診断されて自ら病気とど
のように付き合ってきたか、について話し始めた。
　「ふすま療法は人生の分かれ道だった。自分で判
断して始めたが失敗だった」 と、過去を省察し、

「後悔もありますが、仕方ないです。自分で選択し
てきた結果ですから。」と話し、自己を客観視して
受容していた。さらに、家庭内別居状態にある妻や
冷たい態度をとる息子について、「妻への文句は禁
句。仲良くやっていきたいと思っています」と将来
の希望も述べた。自宅への退院を妻が反対している
ために、退院できる見通しはほとんどない状態で
あったが、「仲良くやっていきたい」という自己決
定が促進されていた。
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　その後、筆者は、A 氏の妻と一度だけ話す機会が
あり、妻は在宅で介護することへの不安を筆者に話
した。筆者は妻に、訪問看護、訪問介護のシステム
を紹介し、最後に、A 氏が「妻とは仲良くやってい
きたい」と話していたことを伝えた。妻は、「そん
なことをいっていましたか・・・。」と考え込む様
子が見られた。後日、指導者から、A 氏は歩いて自
宅に退院したこと、退院後初回の外来受診時の医師
のカルテに、「夫婦とも笑顔」と記載があったこと
を聞いた。

５．考察
　医療者と家族から距離を置かれている高齢 2 型糖
尿病患者を臨地実習で 5 週間担当し、自我発達を促
す援助を実施し、患者と看護師の変化を明ら振り
返った。
　一日 5 分から 20 分の面会で、直接的な看護ケア
を提供する機会が少なかったが、A 氏は筆者と看護
師を区別して、筆者の訪室を心待ちにしていた。こ
れは、筆者が「自我を脅威にさらさない援助」とし
て、訪室時には氏名と目的を告げる、一日の予定を
確認する、A 氏の気持ちを確認するなど、を実践し
たことが、A 氏の緊張を和らげたと考えられる。医
療者や家族に理解されてないこと、仕事や家庭では
最高責任者としての役割を担い、周囲から「A 先
生」と呼ばれ、経済的にも何不自由ない環境下に
あったこと、日常生活の自立度が低下したことによ
り、現在の自己およびそれまでの人生が脅かされる
という脅威にさらされたことで、医療者への要求が
多くなったことが予測できる 3)。A 氏の医療者への
要求が多くなったことで、医療者も「訴えが多い難
しい患者」と感じ、A 氏が医療者に受け入れられ
ていないと感じて訴え、医療者が「難しい患者」と
捉える悪循環に陥っていたことが想像できる。筆者
は、訪室時に氏名と目的を告げる、提供する援助を
説明し、患者が理解し、同意を得たうえで実施する
ことで、患者の脅威を回避し、信頼関係の構築が可
能となると考える。
　次に、「自己肯定促進への援助」は、高齢者が長
い人生で身につけてきた自己の生き方やあり方、価
値観、信念、信条などに基づくいかなる言動やその
表出方法に対して、ありのまま真剣に受容する態度
であるとされている 3)。A 氏の医療者への不満や、
裁判には出廷したい」という思いも、そのまま傾聴

することで、自己肯定促進に繋がったと考えられ
る。さらに、「裁判には出廷したい」という A 氏の
気持ちを支え、自分でできる署名や書類をめくるリ
ハビリを提案し、A 氏もこの提案を受け入れて、練
習を毎日続けていたことにより、自己肯定が促進さ
れた結果であると考えられる。　
　「春には歩いて倉敷に行きますよ。」という A 氏の
言葉をどのように理解するべきか、どう対処するべ
き筆者は戸惑っていた。医療者として、A 氏の病状
は理解していたが、A 氏の言葉をありのまま受け止
める姿勢、つまり「自己肯定を促進する援助」が、
安心感や精神的安定をもたらし「自分の手や足をみ
てがっかりですよ。」「こんなに細くなっているんだ
なと思ってね。」という発言のように、「自己理解促
進」に繋がったと考える。もし、筆者が歩けるよう
になることが難しいと医療者の考えを A 氏に説明し
ていたら、A 氏からこのような言葉は聞かれなかっ
たであろう。「自我を脅威にさらさない援助」、「自
己肯定促進への援助」により、患者－看護師間の信
頼関係が構築されたことで、「私はもう歩くことは
できないでしょうね。」「妻への文句は禁句。仲良く
やっていきたいと思っています」など、A 氏が自分
の気持ちを自由に表現することができるようになっ
たと考える。
　筆者は、A 氏の言葉を聴くことで、A 氏への理解
と信頼が深まっていた。筆者の A 氏への思いや願
いが A 氏に伝わり、筆者への信頼が深まっていっ
たと思われる 5)。高齢患者の自我発達を促進する援
助を提供することで、高齢者が本来の能力が発揮で
きるようになり、高齢者の本来の姿に触れることで
高齢者への尊敬の念が生まれ、両者の信頼関係がよ
り深まることが期待できる。

６．結論
１ ．「自我を脅威にさらさない援助」は、患者－看

護師間の信頼関係の構築に有効であった。
２ ．患者の思いをそのまま受け止めること、目標達

成のために具体策を提案する「自己肯定促進への
援助」により、リハビリの実施が可能になった。

３ ．「自我を脅威にさらさない援助」「自己肯定促進
の援助」により、身体の状況を理解する「自己理
解促進への援助」に繋がっていた。

４ ．患者－看護者間の信頼関係が構築されることに
より、患者が率直に自分の思いを語り、患者の思
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いを聴くことで看護者は患者の新たな面を発見
し、より信頼関係が深まっていた。

７．付記
　本研究にご参加くださった患者様に心より感謝申
し上げます。
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